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地区計画の�
決定�

用途変更�

平成１４年６月１５日号　４

今
回
の
区
域
区
分
の
変
更
に
よ
る

市
街
化
区
域
へ
の
編
入
は
、
左
図
�

〜
�
の
区
域
で
す
。
こ
れ
で
市
街
化

区
域
の
面
積
が
約
四
千
八
百
十
二
�

に
な
り
、約
六
十
一
�
拡
大
し
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
「
線
引
き
」
の
変

更
に
併
せ
て
「
用
途
地
域
」「
地
区
計

画
」
の
変
更
と
決
定
を
行
い
ま
す
。

新
た
に
市
街
化
区
域
に
編
入
さ
れ
る

区
域
の
全
域
に
用
途
地
域
を
指
定
。

下
大
島
町
の
一
部
の
区
域
は
今
ま
で

の
計
画
を
尊
重
し
な
が
ら
用
途
を
見

直
し
ま
す
。

用
途
地
域
・
地
区
計
画
は
、
住
宅

や
店
舗
、
工
場
な
ど
が
不
規
則
に
混

在
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
。
制

限
を
加
え
た
り
、
容
積
率
（
敷
地
面

積
に
対
す
る
延
べ
床
面
積
の
割
合
）

や
建
ぺ
い
率
（
敷
地
面
積
に
対
す
る

建
築
面
積
の
割
合
）
な
ど
を
定
め
た

り
し
て
、
良
好
な
市
街
地
に
な
る
よ

う
誘
導
し
ま
す
。

□
対
象
区
域

今
回
の
用
途
地
域
の
変
更
、
地
区

計
画
の
決
定
な
ど
は
、
線
引
き
変
更

に
伴
う
左
表
の
地
区
で
す
。

□
都
市
計
画
税
の
課
税

市
街
化
区
域
内
の
土
地
と
家
屋
に

は
、
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

税
額
は
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額

に
〇
・
二
％
を
乗
じ
た
額
で
す
。
こ

の
税
金
は
、
道
路
・
公
園
や
下
水
道

の
整
備
、
土
地
区
画
整
理
事
業
な
ど

に
使
わ
れ
ま
す
。

□
素
案
の
閲
覧

前
橋
都
市
計
画
区
域
を
市
街
化
区

域
お
よ
び
市
街
化
調
整
区
域
に
区
分

す
る
県
素
案
は
、
県
都
市
計
画
課
と

市
都
市
計
画
課
で
。
ま
た
、
用
途
地

域
・
地
区
計
画
の
市
素
案
は
、
市
都

市
計
画
課
で
七
月
一
日
�
ま
で
閲
覧

で
き
ま
す
。

都
市
計
画
の
素
案
の
公
聴
会
を
開

催
し
ま
す
。
都
市
計
画
を
よ
り
良
い

も
の
に
す
る
た
め
、
皆
さ
ん
の
ご
意

見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
７
月
12
日
�
午
後
１
時
30
分

会
場
＝
中
央
公
民
館

□
公
述
申
出
書
の
提
出

公
述
人
（
公
聴
会
で
意
見
の
発
表

を
希
望
す
る
人
）は
、
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
職
業
・
意
見
の
要
旨
を
書
い

た
「
公
述
申
出
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
市
街
化
区
域
お
よ
び
市
街

化
調
整
区
域
の
変
更
は
県
都
市
計
画

課
へ
。
ま
た
、
用
途
地
域
の
変
更
・

地
区
計
画
の
決
定
な
ど
は
市
都
市
計

画
課
へ
、
七
月
一
日
�
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

□
公
述
人
の
選
定

公
聴
会
で
は
、
公
述
の
希
望
者
で

同
じ
趣
旨
の
意
見
が
多
数
あ
る
場
合

な
ど
は
、
人
員
を
制
限
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
知
事
ま

た
は
市
長
が
公
述
人
を
選
定
し
ま
す
。

□
公
聴
会
の
傍
聴

公
聴
会
を
傍
聴
し
た
い
人
は
、
公

聴
会
の
当
日
直
接
会
場
へ
。
入
場
は

先
着
順
で
す
。

問
い
合
わ
せ
は
県
都
市
計
画

課
�
２
２
６
―
３
６
５
４
、
市

都
市
計
画
課
�
８
９
０
―
６
９

４
４
へ
。

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
「
区
域
区
分（
線
引
き
）の
変

更
」「
用
途
地
域
の
変
更
」「
地
区
計
画
の
決
定
及
び
変
更
」

の
素
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
の
概
要
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

区域区分・用途地域の変更・地区計画の決定など
用途地域 備考

第一種低層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域

第一種住居地域

準工業地域を近隣商業地域に、第一種中高層
住居専用地域を第一種住居地域に用途変更

地区名 面積(ha)

�下川地区

�下大島東地区

�元総社蒼海地区

下大島町の
一部

41.7

16.5

2.9

――

住宅団地

元総社町の一部
用途地域の変更

区域区分・用途地域の変更

より住み良いまちへ

皆
さ
ん
の
意
見
を
―
―

公
聴
会
を
開
催

大規模住宅団地を
市街化区域に

都市計画の素案まとまる

より良い住環境のために

より住み良いまちへ


